




「建設業しんこう」に関するご意見・ご要望

印 刷 ： 日経印刷株式会社
◎本誌記事の無断転載を固く禁じます。

T E L  : 03-5473-4584 （企画広報部）
MAIL : kikaku@kensetsu-kikin.or.jp

東洋大学理工学部建築学科教授　浦江真人　　 国土交通省建設業政策企画官　藤井裕士
国土交通省建設市場整備課長補佐　河村直哉　　 日経コンストラクション編集長　浅野祐一
(一財)建設業振興基金専務理事　黒田憲司

【建設業しんこう編集委員】

建設産業の今を伝え未来を考える

一般財団法人 建設業振興基金　〒 105-0001
東京都港区虎ノ門4-2-12虎ノ門4丁目MTビル2号館
TEL : 03-5473-4584　FAX : 03-5473-1594
URL : https://www.kensetsu-kikin.or.jp/

編
集・発
行C O N T E N T S
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建設産業の今を伝え
未来を考える
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メルマガ登録は
コチラから！

いつでもチェック!!
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■ 1．はじめに
■ 2．元請事業者向けの金融支援策
　  （下請セーフティネット債務保証／地域建設業経営強化融資制度）
■ 3．下請事業者等向けの金融支援策
　  （下請債権保全支援事業）
■ 4．おわりに
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PRESCRIPTION

FOCUS

日本経済の動向

工業高校紹介 
岡山県立岡山工業高等学校

建設経済の動向
■ 脱炭素競争の号砲

■ インタビュー ： 狩屋 雅之 先生

■ 役所任せのインフラ管理から脱却する時代に

連載 かわいい土木 【第38回】
■ 旧博物館動物園駅
　／東京都千代田区

建設業分野における収益認識の
改正会計基準の適用について

連載 魅力ある建設業界へ
若年者の採用と定着率向上に向けて
■ 【第1回】
　労働時間管理

コロナ禍においても信頼される
持続的な金融支援事業

（一財）建設業振興基金 金融・経理支援センター金融支援課
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平成24年に起きた、笹
子トンネル天井板崩落
事故を契機に導入した
インフラメンテナンス
の授業。バージョンアッ

プをしながら辿り着いたのが、「道路パトロール隊」とい
う学びのカタチだ。道路管理者である国土交通省、工事
業者の安全管理や品質管理に関する仕事を、共に作業
をしながら間近で見ることができるこの課題研究は「さ
ながらインターンシップを毎週３時間やっているような
もの」と、狩屋先生はその効果を話す。

　岡山道路パトロール隊のフィールドは、

生徒たちが普段使っている学校近隣にあ

る国道。道路の施設管理をする国土交通

省と、該当区間の維持工事を担当する企

業の協力を得て、生徒は徒歩でパトロー

ルをする。発見した異常や破損は、どんな

に小さなものでも報告書という形で国土

交通省に提出。課題研究という学習の

一環ではあるが、社会の一員としてインフ

ラメンテナンスの一翼を担っている。

　学校敷地外の“社会”にフィールドを置

いたことで得たものは多い。そのひとつ

に、狩屋先生は“課題解決力”の習得を

挙げる。

「学内だけでは、土木技術者として意識す

べき最終的なゴールである『そこを利用

する人』が見えづらくなります。しかし、

社会のインフラである道路をフィールドと

して提供いただくことで、生徒は『ここを

使っている人が実際にいる』ことを意識す

ることができます。これがモチベーション

となり、責任感が生まれ、小さな異常の発

見につながっています。さらに、見つけた

異常をどう直そうか、そもそも異常がでな

いようにするにはどう施工すればいいの

か、という課題発見から課題解決につな

がっています」

　また、この活動の最大の特徴は「産官

学連携」で行っていることにある。生徒た

ちが校外にパトロールに出かけるまでの

準備として、国土交通省と企業からそれ

ぞれ３時間の座学講習会、その後は一

緒に３時間パトロールに回り実地でレク

チャーを受けている。

「生徒のため、地域のため、社会のため

にという思いに駆られて」協力を仰ぎに

行ったという狩屋先生。連携をするにあた

り最も大切にしているのは、「相手の利」

だそうだ。

「担い手不足が叫ばれる今、国土交通省

も企業も親身になって我々の話を聞いて

くださいます。その中で、こちら側の要望

FOCUS

フィールドは“道路”
社会の一員としての活動

生徒のやる気を後押しした
産官学連携の功績

第70回

インフラメンテナンス課題にメス！
建設業界への高い就職率を誇る
“岡山道路パトロール隊”とは？

創立120年の歴史と伝統を誇り、地元では「岡工」の愛称で親しまれて
いる岡山県立岡山工業高等学校。同校土木科では、社会問題のひとつで
あるインフラメンテナンスに着目した課題研究「岡山道路パトロール隊」
が生徒たちに人気だ。また、この課題研究は同校だけにとどまらず、岡山県
下の工業高校土木科にも波及。この先導役として道路パトロール隊を率
いる狩屋雅之先生に詳しくお話を伺いました。

岡山県立岡山工業高等学校
土木科

インフラメンテナンス
国民会議「ちゅうごく」企画委員

狩屋 雅之 先生

岡工道路パトロール隊 企業、国土交通省の方と
パトロールに！
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先生から
みんなへ
メッセージ

だけを押し付けてはいけない。相手の利

をまずは考えることを、大切にしています。

そこに自分たちがどう関われるのかを考

えたうえで、自分たちにとっての利を捉え

るようにしています」

　そうしてWin-Winの関係を築き導入に

至ったもののひとつが、スマートフォンを

活用した「クラウド型道路パトロール支援

サービス」。異常箇所をスマートフォンで

撮影し、その場でコメントを入力するだけ

で報告書ができあがるというICT技術を

活用したシステムだ。

「ICTの活用やi-Constructionは、建設

業界が今力を入れているところではあり

ますが、現場見学等でみるだけでは物事

が大きすぎて、生徒たちには遠い存在の

ものでした。しかし、スマートフォンは生徒

たちにとって最も身近なICT。これによっ

て、ICTやi-Constructionを身近なもの

だと感じてくれたのは、大きな成果でし

た。またスマートフォンを使うことで、これ

までは『点検って泥臭い』と思っていたも

のが、『いやいや、意外とかっこいい！』と

イメージアップにつながったことも良かっ

た点ですね」

　実は、この支援サービスを導入するま

では、報告書の作成に膨大な時間を要し

ていた。それがゆえに、後工程が大変なの

だったら、今手を抜いてしまおうという後

ろ向きの姿勢を示すこともあった。

「子どもたちは素直なものです。しかし私

は常に、課題研究は生徒たちがキラキラ

と、積極的な姿勢で探求すべき時間だと

考えています。何とかしなければ…と思っ

ていたところにスマートフォンを活用した

サービスの導入ができました。授業中に

スマートフォンを使える特別感も相まって

か、生徒たちはキラキラを取り戻し『次も

みつけよう』と積極的にパトロールに携わ

るようになりました」

　こうしてこの活動を通し、自身の行いが

社会の誰かの生活の“当たり前”を支えて

いることに気づいた生徒たちは、大きく成

長を果たしている。

　平成29年度から取り組んでいる道路パ

トロール隊だが、初年度には課題研究の

定員である６名中２名が建設業界に就職

した。それが年度を重ねるごとに業界への

就職者が増え、今では6名皆が建設業界へ

技術者として入職。メンテナンスを行う地域

ゼネコンや大手ゼネコン、また国土交通省

をはじめとした施設管理をする行政等に人

材を輩出するなど、非常にいいサイクルを

生んでいる。そこで、「担い手不足は1校の

問題ではない」と、岡山県下の津山工業高

校・笠岡工業高校とも連携して、「岡山道路

パトロール隊」を展開し、実施している。

「本校から小さくスタートした道路パトロー

ル隊ですが、担い手不足の課題に一役買

いたいと思っています。道路パトロール隊

の活動を様々な学校に展開しながら、なん

とかインフラメンテナンスの活動普及に努

めたいと願っています。もし、道路パトロー

ル隊の活動にご興味を持っていただける

のであれば、一緒に進めていきましょう！」

　明るい建設業、特にインフラメンテナンス

の未来を真っすぐと見据え狩屋先生は、全

国各地の先生方に力強くメッセージを送る。

担い手不足問題に
みなで取り組みたい！

2018年西日本豪雨で甚大な被害を受けた町
は、現在復旧作業が進んでいます。当時の報道
では消防等の活動に隠れがちでしたが、地域
ゼネコンの方々の夜通し作業に徹する姿も忘れ
てはいけません。自身も被災者なのに地域のた
めに力を尽くす姿に、感謝の思いが募ります。

ココ推し！ 地元の名所地元の名所

岡
山
県
倉
敷
市
真
備
町

〒700-0013　岡山県岡山市北区伊福町4-3-92
　　　  http://www.okako.okayama-c.ed.jp/WEB

岡山県立岡山工業高等学校

産学連携し、「インフラ調査士補」を新設。学問とし
て高い位置づけにあるとは言い難いインフラメンテ
ナンスを学校教育に取り組む仕組みを模索している

「教員はスペシャリストではなくジェネラリスト」とい
う狩屋先生。プロと生徒をつなぐコーディネーターと
して、企業や行政と関係性を築いている
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社会保険労務士法人
アスミル特定社会保険労務士

【主なコンサルティング・セミナー内容】
就業規則・労働環境整備、人事評価制度コンサルティン
グ、賃金制度コンサルティング、退職金コンサルティング、
働き方改革セミナー、管理職向け労務管理セミナー、建
設業むけ社会保険セミナー、介護セミナー、WLBセミ
ナー、女性の働き方セミナー、学生むけ働く前に知ってお
いてほしいこと　等

民間企業に7年勤務後、2002年
櫻井社会保険労務士事務所（社会
保険労務士法人 アスミル）を設立。

櫻井 好美

労働時間管理

第1回
新連載

ここが
ポイントです。

メリハリのある労働時間管理を！！2 適正な労働時間管理が労務管理の第一歩3

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzi
kan/070614-2.html

参考
URL

厚生労働省より「労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき措置に関するガイドライン」がでています。
このガイドラインの中に時間管理についての詳細が記載さ
れています。

休憩時間の電話番、毎朝慣習となっている掃除当番等は労
働時間に入ります。
また、朝積み込み作業をしてからの移動時間であれば、朝の
作業がスタートしてからが労働時間のカウントです。１つ１つ
の作業が任意的なものなのか？直接指示をしなくてもやらざ
るをえないものなのか？再度検討してみましょう。

まずは適正な労働時間管理をする
ことが大切です。時間を意識するこ
とから、生産性向上へ向かいます。
若年者の採用には、労働時間の
削減は必須です！！

労働時間の適正把握のガイドライン1

　働き方改革関連法案は、2019年4月より随時施行されています
が、その中に「労働時間の状況の把握の実効性確保」という項目が
あり、これは、労働時間の上限規制の適用除外である管理監督者も
含めて、すべての労働者の労働時間を記録することが義務付けられ
ています。労働時間管理とは、何時から何時まで働いたか？というこ
とを日々記録することをいいます。建設業の場合、雨、台風等の自然
相手の業務であるため、時間管理がなじまない業界ではありますが、
労働者である以上は、すべての方が労働法の対象となり、時間の
記録をしなくてはいけません。

　労働時間とは使用者の指揮命令下にある時間のことをいいます。
つまり、会社から指示をされ、業務に従事する時間のことです。

　法定労働時間とは法律で定められた労働時間のことで、１日８時
間、１週40時間までしか働くことができません。所定労働時間とは、
会社で定めた労働時間のことをいい、法定労働時間の基準を下回
らないように決定する必要があります。

　建設業の場合、現場までの移動時間がありますが、この移動時間
は労働時間に該当するのでしょうか？建設現場に直行であれば、通
勤時間と同様に考えられ、労働時間には該当しません。ただ、一般的
には会社に立ち寄り、単独または複数で会社の車両に乗って移動す
ることが多いかと思います。この場合、誰が運転をするか、何時に
待ち合わせをするのか等を、会社が決めたのではなく、労働者間で
決めたのであれば、この移動時間は通勤としての性質が強く労働
時間にはあたらないと判断された判例があります。反対に、集合時間
を指示し、その日の段取りをして、積み込み作業をしてからの移動と
いうことであれば、この移動時間は労働時間となります。要は、会社の
車両を使うかどうかではなく、その現場までの移動を、会社が義務
付けたかどうかで、労働時間かどうかが決まります。

　労働時間を適正に把握する責任は、使用者にあります。労働時間
が使用者の指揮命令下である以上、時間管理も使用者の義務です。
ダラダラ残業であっても、経営者の方が黙認していれば労働時間と
解されます。労働時間であれば時間外労働の支払い義務や、36協定
に違反する場合もありますので、しっかりとした時間管理をしていき
ましょう。

①工事部門での取り組み
　出面表のみの管理から、タイムカードの打刻をスタートしました。ただ、出勤に関しては置場から移動のため、
まずは終業時間についての打刻から始めました。今まで打刻習慣がなかったため、押し忘れや、事務所でしゃべ
りながらの作業が続き、遅い時間の打刻が続きました。しかし事務所に戻ってからの日報作成時間は平均的に１
時間もあれば終わる作業です。そのため、従業員の方に日報作成については１時間以内で終わらせるように周知
をし、１ケ月間タイムカードの打刻もれがなく、残業についても１時間以内に終了できている場合には、奨励金を
手当として支給するようにしました。最初は抵抗がありましたが、１時間で日報作成を終わらせることが習慣化で
き、現在ではほとんどの人が１時間の残業もなく、業務を終了することができるようになりました。

②事務部門での取り組み
　今までの本人任せの残業について、申請制度を導入しました。残業をする場合は、終業の１時間前までに、何
の仕事をどれくらいの時間数必要かを申告してもらうことにしました。例えば、急な見積り作成依頼が入った場合
等は、「見積書作成のため１時間の残業を申請します。」といったような申請書を提出してもらうようにしました。ど
れくらい時間がかかるかを記載してもらうことで、作業時間についての意識が働き、今までのような残業時間が削
減されました。

　工事部門は日給制であるため、出面表の管理のみで、始業および終業といった時間管理はしていません。朝は
置場から乗り合いで現地に向かって仕事をし、帰りは事務所に戻ってから日報作成や翌日の段取りをして仕事を
終えています。１日の労働時間は、平均10時間くらいです。また休日は日曜日、年末年始、お盆休みしかありませ
ん。一方、事務部門はタイムカードを打刻し、時間管理をしていますが、残業が多く、その残業時間が適正な時間
なのかがわかりません。

残業の申請方法

解決へと至った事例をご紹介解決へと至った事例をご紹介実 例

改
善
後

問
題
点

改
善
改
善

どこから直したらいいでしょう…？

某建設会社

主な業務： 住宅基礎工事
社員規模： １６名
創　　業： １５年

2019年４月よりスタート

移動時間の考え方

使用者の責任は？
労働時間とは？

法定労働時間と所定労働時間？
作業にメリハリ！ 意識改革が働きやすい職場へと変身！

労働時間の管理がうやむやで社員からのクレームが発生！

１日９時間１日７時間30分

日付 勤怠

出勤時間

年　　月度出勤簿

氏名

開始時刻

時

1

2

3

4

5

6

分 時 分 時 分

終了時刻 休憩 実働
時間

残業
時間

休日
勤務

深夜
時間 備考

時間を必ず記入すること

労働時間に含まれる時間

● 朝礼
● 手待ち時間
● やることが義務付けられている
　掃除の時間等

● タバコ休憩、お茶休憩、
　昼休憩
● 通勤時間
● 会社飲み会等

労働時間に含まれない時間

時間外・休日　労働申請書
時間外労働は実施日の16時、休日労働は実施日の前日16時までに、所属長に提出する。

下記の通り、（時間外労働・休日労働）をしたいので、検討をお願いします。

申請内容

時間外労働
（時間外労働・休日労働）　実施日　　　令和　　年　　月　　日
始業時間　　　　　　終了時間　　　　　　途中休憩時間（食事等）

業務内容
見積り時間
理由

申請日　　令和　　年　　月　　日
申請者　　所属 印

ここがポイント！

魅力ある
建設業界へ
若 年 者 の 採 用 と 定 着 率 向 上 に 向 け て
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社会保険労務士法人
アスミル特定社会保険労務士

【主なコンサルティング・セミナー内容】
就業規則・労働環境整備、人事評価制度コンサルティン
グ、賃金制度コンサルティング、退職金コンサルティング、
働き方改革セミナー、管理職向け労務管理セミナー、建
設業むけ社会保険セミナー、介護セミナー、WLBセミ
ナー、女性の働き方セミナー、学生むけ働く前に知ってお
いてほしいこと　等

民間企業に7年勤務後、2002年
櫻井社会保険労務士事務所（社会
保険労務士法人 アスミル）を設立。

櫻井 好美

労働時間管理

第1回
新連載

ここが
ポイントです。

メリハリのある労働時間管理を！！2 適正な労働時間管理が労務管理の第一歩3

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzi
kan/070614-2.html

参考
URL

厚生労働省より「労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき措置に関するガイドライン」がでています。
このガイドラインの中に時間管理についての詳細が記載さ
れています。

休憩時間の電話番、毎朝慣習となっている掃除当番等は労
働時間に入ります。
また、朝積み込み作業をしてからの移動時間であれば、朝の
作業がスタートしてからが労働時間のカウントです。１つ１つ
の作業が任意的なものなのか？直接指示をしなくてもやらざ
るをえないものなのか？再度検討してみましょう。

まずは適正な労働時間管理をする
ことが大切です。時間を意識するこ
とから、生産性向上へ向かいます。
若年者の採用には、労働時間の
削減は必須です！！

労働時間の適正把握のガイドライン1

　働き方改革関連法案は、2019年4月より随時施行されています
が、その中に「労働時間の状況の把握の実効性確保」という項目が
あり、これは、労働時間の上限規制の適用除外である管理監督者も
含めて、すべての労働者の労働時間を記録することが義務付けられ
ています。労働時間管理とは、何時から何時まで働いたか？というこ
とを日々記録することをいいます。建設業の場合、雨、台風等の自然
相手の業務であるため、時間管理がなじまない業界ではありますが、
労働者である以上は、すべての方が労働法の対象となり、時間の
記録をしなくてはいけません。

　労働時間とは使用者の指揮命令下にある時間のことをいいます。
つまり、会社から指示をされ、業務に従事する時間のことです。

　法定労働時間とは法律で定められた労働時間のことで、１日８時
間、１週40時間までしか働くことができません。所定労働時間とは、
会社で定めた労働時間のことをいい、法定労働時間の基準を下回
らないように決定する必要があります。

　建設業の場合、現場までの移動時間がありますが、この移動時間
は労働時間に該当するのでしょうか？建設現場に直行であれば、通
勤時間と同様に考えられ、労働時間には該当しません。ただ、一般的
には会社に立ち寄り、単独または複数で会社の車両に乗って移動す
ることが多いかと思います。この場合、誰が運転をするか、何時に
待ち合わせをするのか等を、会社が決めたのではなく、労働者間で
決めたのであれば、この移動時間は通勤としての性質が強く労働
時間にはあたらないと判断された判例があります。反対に、集合時間
を指示し、その日の段取りをして、積み込み作業をしてからの移動と
いうことであれば、この移動時間は労働時間となります。要は、会社の
車両を使うかどうかではなく、その現場までの移動を、会社が義務
付けたかどうかで、労働時間かどうかが決まります。

　労働時間を適正に把握する責任は、使用者にあります。労働時間
が使用者の指揮命令下である以上、時間管理も使用者の義務です。
ダラダラ残業であっても、経営者の方が黙認していれば労働時間と
解されます。労働時間であれば時間外労働の支払い義務や、36協定
に違反する場合もありますので、しっかりとした時間管理をしていき
ましょう。

①工事部門での取り組み
　出面表のみの管理から、タイムカードの打刻をスタートしました。ただ、出勤に関しては置場から移動のため、
まずは終業時間についての打刻から始めました。今まで打刻習慣がなかったため、押し忘れや、事務所でしゃべ
りながらの作業が続き、遅い時間の打刻が続きました。しかし事務所に戻ってからの日報作成時間は平均的に１
時間もあれば終わる作業です。そのため、従業員の方に日報作成については１時間以内で終わらせるように周知
をし、１ケ月間タイムカードの打刻もれがなく、残業についても１時間以内に終了できている場合には、奨励金を
手当として支給するようにしました。最初は抵抗がありましたが、１時間で日報作成を終わらせることが習慣化で
き、現在ではほとんどの人が１時間の残業もなく、業務を終了することができるようになりました。

②事務部門での取り組み
　今までの本人任せの残業について、申請制度を導入しました。残業をする場合は、終業の１時間前までに、何
の仕事をどれくらいの時間数必要かを申告してもらうことにしました。例えば、急な見積り作成依頼が入った場合
等は、「見積書作成のため１時間の残業を申請します。」といったような申請書を提出してもらうようにしました。ど
れくらい時間がかかるかを記載してもらうことで、作業時間についての意識が働き、今までのような残業時間が削
減されました。

　工事部門は日給制であるため、出面表の管理のみで、始業および終業といった時間管理はしていません。朝は
置場から乗り合いで現地に向かって仕事をし、帰りは事務所に戻ってから日報作成や翌日の段取りをして仕事を
終えています。１日の労働時間は、平均10時間くらいです。また休日は日曜日、年末年始、お盆休みしかありませ
ん。一方、事務部門はタイムカードを打刻し、時間管理をしていますが、残業が多く、その残業時間が適正な時間
なのかがわかりません。

残業の申請方法

解決へと至った事例をご紹介解決へと至った事例をご紹介実 例

改
善
後

問
題
点

改
善
改
善

どこから直したらいいでしょう…？

某建設会社

主な業務： 住宅基礎工事
社員規模： １６名
創　　業： １５年

2019年４月よりスタート

移動時間の考え方

使用者の責任は？
労働時間とは？

法定労働時間と所定労働時間？
作業にメリハリ！ 意識改革が働きやすい職場へと変身！

労働時間の管理がうやむやで社員からのクレームが発生！

１日９時間１日７時間30分

日付 勤怠

出勤時間

年　　月度出勤簿

氏名

開始時刻

時

1

2

3

4

5

6

分 時 分 時 分

終了時刻 休憩 実働
時間

残業
時間

休日
勤務

深夜
時間 備考

時間を必ず記入すること

労働時間に含まれる時間

● 朝礼
● 手待ち時間
● やることが義務付けられている
　掃除の時間等

● タバコ休憩、お茶休憩、
　昼休憩
● 通勤時間
● 会社飲み会等

労働時間に含まれない時間

時間外・休日　労働申請書
時間外労働は実施日の16時、休日労働は実施日の前日16時までに、所属長に提出する。

下記の通り、（時間外労働・休日労働）をしたいので、検討をお願いします。

申請内容

時間外労働
（時間外労働・休日労働）　実施日　　　令和　　年　　月　　日
始業時間　　　　　　終了時間　　　　　　途中休憩時間（食事等）

業務内容
見積り時間
理由

申請日　　令和　　年　　月　　日
申請者　　所属 印

ここがポイント！

魅力ある
建設業界へ
若 年 者 の 採 用 と 定 着 率 向 上 に 向 け て
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　世界的に、国際会計基準（IFRS, International Financial Reporting Standards）を適用しようとする流れのなかで、日本に
おいても、上場企業等の金融商品取引法が適用される企業に対し、本年４月以降開始する事業年度の期首より、いわゆる「収益認
識に関する会計基準（企業会計基準第29号、2018年制定・2020年改正、以下「改正収益認識基準」と言います。）」の原則適用（強制
適用）が始まります。
　以下、文中にわたる意見の部分は、筆者の個人的見解であることを申し添えます。
　ちょっと聞くと、かなりややこしそうな話なのですが、日本において、これまで収益認識に関する「包括的」な会計基準はありませんで
した。そこで、少しさかのぼってみますが、国際的な会計基準であるIFRSとのコンバージェンス（収れん・整合性）を図る観点から、建設
分野においては、2007年12月に日本の企業会計基準委員会ASBJが策定した「工事契約に関する会計基準（企業会計基準第
15号、以下「工事契約会計基準」と言います。）」により、2009年４月の事業年度から、工事「進行」基準が原則的に適用されるように
なったわけです。
　すなわち、2009年度からは、請負工事において、工事完成時に売上げを一括して計上する従来のやり方（工事「完成」基準）をやめ
て、進行度合いに応じて売上げを計上するやり方（工事「進行」基準）へ、原則として統一することとしたわけです。
　こうすれば、会計上「この会社は工事完成するまで何もしていない」と言われることもなく、進捗度に応じて売上げを計上できるので、
会社業績の客観性・透明性にもつながるわけです。ただし、工事収益と工事原価の金額、工事の進捗度の見積もりができるなど一定
の条件を満たした工事でないと、ちゃんと管理ができませんので、条件外の工事は工事「完成」基準のままです。
　IFRSは、2009年当時、このような工事契約会計基準を推奨していました。このため、当時日本の建設会社では、多額のコストをかけ
て、原価管理システムの改良・見直しを行ったところも多いと聞きます。各工事ごとの原価の適切な把握や、進捗管理がとても重要にな
るからです。
　それが、今となってはどうでしょうか。IFRSは、2014年に建設工事のみならず、ほぼすべての顧客取引について包括的に収益認識
できる基準（IFRS第15号基準）を策定しました（保険契約、リース契約等は除く）。
　これを受けて、日本は、IFRSとのコンバージェンス（収れん・整合性）を目指すことから更に一歩踏み込んで、IFRSをそのまま導入す
る（アドプション）方向を模索し、今回の「改正収益認識基準」の登場となったわけです。同時に、「工事契約会計基準」は廃止され、いわ
ば吸収統合される形となります。

　工事「進行」基準がいわば原則となってから、はや10年強が経ち、建設業界としては徐々に慣れてきたところだったので、今回
「また会計変更か」と戦々恐々だったかと思います。例えば、2019年、2020年と、（一社）日本建設業連合会等がASBJによる草案に
対して立続けにコメントを出したり、日建連自身が、内部で一年かけて研究会報告をまとめて公表するなど対応しており、今後建設業
界にとって「会計処理のみならず注記並びに表示に関する影響も大きいと予想」しているくらいです。

　例えば、どんな会計上の影響が考えられるでしょうか。
　まず、改正収益認識基準は、IFRS第15号基準（英語）をほぼ直訳したせいなのか、馴染みにくい用語が随所に見受けられ、非常に
わかりにくくなっています。収益認識を、５つのステップに分けています。

建設業分野における収益認識の
改正会計基準の適用について

前 国土交通省 国土交通大学校長　神山敬次

はじめに

建設業界の会計に対する影響は限定的なのでしょうか
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■  1．工事契約に係る認識の単位（Step1）

　改正収益認識基準では、識別された契約のうち、複数であっても実質的に単一の契約と判断される要件を満たしたものについて
は、「単一」の契約とみなします。また、契約変更がある場合は、変更される内容等に応じて、既存契約変更として処理するか、独立
の契約として処理するか、等の判断を行います。
　建設業では、オフィスビルや商業施設等の工事において本体工事と異なる顧客からの契約でテナント改装工事を受注すること
があります。他方、トンネル掘削工事のように設計変更による契約変更が多数発生する可能性があります。また本体工事とは別
の建屋を建設する契約を、既存契約変更として処理しているケースも考えられます。
　Step1については、工事契約会計基準であっても改正収益認識基準であっても、いずれも契約の実質を勘案して判断する、とい
う点で、大きな差異はないものと考えられます。

■  2．履行義務の識別（Step2）

　改正収益認識基準では、顧客に移転することを約束した別個の財又はサービスごとに、履行義務を「識別して」認識する必要が
あります。
　建設業では、一つの契約に解体工事と本体工事が含まれている場合、設計業務と施工業務が含まれている場合、また工事完了
後のアフターサービスに対応するための定期点検業務等が契約に含まれている場合があるかと思います。
　これまでも、別個の履行義務があるものと認識していたケースも多いかと思いますが、特に、最後のケースにおいては、民法上の
瑕疵担保責任の枠を超えたいわゆるアフターサービス部分について、改正収益認識基準では別個の履行義務として認識すること
が必要となるので、留意が必要かと思います。

■  3．履行義務の充足による収益の認識（Step5）

　改正収益認識基準では、資産に対する支配を顧客に移転することにつき、履行義務の充足度に係る進捗度を「合理的に」見積も
ることができる等の一定の要件を満たす場合、「一定の期間」にわたり収益を認識できる、とされています。これまでの工事進行基
準と同様の会計処理ということです（「信頼性をもって」見積りできる場合と同義です。見積り法は通常、いわゆる「インプット
法」です）。
　ただし、「原価回収基準」という新しい概念を持ちだし、合理的に見積もることができなくても、当該履行義務を充足する際に発生
する費用を回収することが見込まれる時までは、その費用の金額で収益を認識せよ、というのです。従来は、この基準を用いて費用
計上していなかったこともあると思われますので、留意が必要でしょう。
　「期間がごく短い」工事契約については、改正収益認識基準では、当初例外措置を設けていませんでしたが、最終的には「代替的
な取扱い」として、「一時点で」充足される履行義務であることが認められたので（いわゆる工事「完成」基準と同様の処理です。）、
実務上大きな影響はないものと思われます。

３つばかり、実務上の論点をあげてみましょう。

　これら以外にも、多くの公認会計士等の方々が、多くの論点を見いだし考察されています。今後、実務面での会計処理の動向が
大いに注目されるところかと思います。

収益認識の5ステップ

（Step1） （Step2） （Step3） （Step4） （Step5）

顧客との契約を
識別する

契約における
履行義務を
識別する

取引価格を
算定する

取引価格を
履行義務に
配分する

履行義務を充足
又は充足するに
つれて収益を
識別する

⑤履行義務の充足と
　収益認識を行う期間

出典：EY新日本有限責任監査法人HPより

①契約の識別
②契約の結合
③契約変更

④履行義務の識別



自然こそが先生。
培われてきた技術と工夫を受け継ぐ
造園業の奥深さ。

取材協力： 渋谷区、東光園緑化株式会社
撮影協力： 重要文化財　旧朝倉家住宅
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建設産業の今を伝え未来を考える

527No.

造園業に進んだきっかけは？
三浦さん：戦後の焼け野原が広がる・・・そんな風景の中、大工さん
が次々に家を建てていくのを見て、ものづくりに魅力を感じ、兄と
同じ造園業の道に進みました。旧朝倉家住宅の庭園整備をはじめ、
住宅や商業施設・文化施設など様々な造園工事に携わり、今に至
ります。
桑園さん：私は大学で森林生態学を学んだ後、一年半ほど海外で自然
保護のボランティアに携わりました。帰国後は別業種につきました
が、植物や樹木に関するプロになりたい思いが強くなり、造園の世
界へ。現在は木の剪定や維持管理の現場代理人として現場に指示を
出したり、クライアントとの打合せなどの監督業務を行っています。
造園業に大切なこと、この仕事の奥深さとは？
　“あるものを大事にする”ということ。旧朝倉家住宅などの文化財を
整備する際、建物や庭を傷めてしまっては意味がありません。今あ
るものを傷つけない細心の注意が必要です。また石の据え方ひ
とつをとっても、一寸の違いでも、庭の表情が変わってくるた
め、力強く見せるなど魅力的なポイントを見出し配置することが大切
ですね。
　石や木は同じものが一つとしてないので、見せ方・据え方の判断は
いつも迷いがちです。いくつもの石や木に触れ、多くの工事を手が
けてきた三浦さんは、そうしたことを瞬時に判断できる頼りになる
存在です。また昔のものをそのままに残していくことが求められる
場合もあれば、商業施設や娯楽施設ではエンターテイメントな新し
い要素が求められるケースも。施設や用途によって両極端なものを
求められるのは、難しくもあり、面白いところでもあります。
仕事の中での印象深いできごとや思い出は？
　かけだしの頃、親方から「俺たちの先生は自然だ」と言われたことは

　今でも記憶に残っています。石や木、草などの自然に常に目を向け
る大切さは、しっかりと下の世代に伝えたいですね。
　旧朝倉家住宅の整備の際、池の底に壺が埋まっているのを発見し、
「なんだろう？」と話していたところ、三浦さんがすぐに「金魚が隠れ
たり、冬越えをするためにあえて設置している」のだと教えてくれ
ました。三浦さんの知見の深さもそうですが、知らないことに出合
い、教わるたび、職人の工夫や造園の世界の奥深さを感じます。
三浦さん、桑園さん、お互いの印象は？
　とても勉強熱心で、街路樹剪定士や樹木医の資格なども意欲的に
取得していました。どんな高い壁に当たろうと、何度も挑戦していく
姿勢に感心しています。
　すごく親切です。また、明るくハツラツとした人柄です。三浦さんが
描かれる図面は木々の枝ぶりまでとても繊細に表現されているの
で、性格とのギャップを感じることもあります（笑）。
今後の抱負・展望は？
　木の植え方や石の据え方など、少しでも多くのことを若い職人たち
に伝えたいです。また米寿（88歳）で現役の大先輩をはじめ、80歳
を過ぎても元気な職人は何人もいます。そうした方から見れば、私
もまだまだ下っ端。諸先輩方に負けないよう、これからも頑張ってい
きます。
　本や資料などの目に見える情報だけでなく、現場でしか体感できな
いことを肌で感じ、しっかりと蓄積していきたいです。造園業には、
途絶えさせてはいけない工夫や技術がたくさんあります。先輩から
学べる事はできる限り吸収して後々にも残していきたいです。

桑園 亜希子さん

三浦 敢司さん
1945年4月生まれ
東京都出身

1978年5月生まれ
山口県出身

み うら    た け し

くわぞの      あ  き  こ
渋谷区にある重要文化財 旧朝倉家住宅。100年以上も昔に造ら
れた建物とともに広がる美しい回遊式庭園は、見どころの一つだ。
その整備を担う東光園緑化株式会社の三浦さん、桑園さんに話を
うかがった。
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特
集

培われてきた知識や技術、目には見えない経験や想い。そのバ
トンは、新たな世代へさらに強く受け継がれていく。


